
「国立大学京都大学におけるPPP/PFI手法導入の優先的検討に関する指針」 補足資料

京都大学におけるPPP/PFI手法の優先的検討のプロセス

① PPP/PFI手法導入の検討の開始

③ 適切なPPP/PFI手法の選択

④ 簡易な定量評価

対
象

対象外
検討対象外

⑤ 詳細な定量評価

有利 不利

⑥ PPP/PFI手法導入の決定

有利 不利 PPP/PFI不採用

評価結果公表

② 対象事業

PPP/PFI不採用

評価結果公表

※概算要求する場合は、別途、文
部科学省の事業評価を受ける必
要がある。

指針第３

施設整備等の方針を検討開始
するとき

指針第４ 対象事業の条件
※民間事業者の活用効果が

認められること
※利用料金を徴収する事業で

あること
※事業費基準を満たすこと

指針第５

ＢＴＯ、ＢＯＴ、ＢＯＯ等の単一手法
又は複数手法の組み合わせ

指針第６

基本的な項目についての簡易な
評価

指針第７

外部コンサルの活用等による詳
細な評価

※PPP（ Public Private Partnership ）：公民が連携して公共サービスの提供を行うスキーム。PPPの中には、
PFI、指定管理者制度、市場化テスト、公設民営（DBO）方式、包括的民間委託等が含まれる。

※ＰＦＩ（Private Finance Initiative）：公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術
的能力を活用して行う手法をいう。


